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学校給食費の無償化に伴う補助制度等について（お知らせ） 

 

 日頃より、本市の学校給食運営にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

標記について、３学期から実施する学校給食費の無償化に伴い、食物アレルギーその他の疾患を有すること

又は宗教上配慮が必要であること等の理由により、やむを得ず学校給食の提供を受けられない生徒が弁当等を

持参し、在籍する市立学校において喫食する場合に、その保護者に学校給食費相当額を補助する制度を創設し

ます。つきましては、下記のとおり、補助制度についてお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 対象者 

（１）食物アレルギーその他の疾患（原因食材は小麦・卵・乳・えび・かに・ピーナッツ・くるみ・そば及び大

豆・ごまに限る。）を有することにより、お弁当を持参する生徒の保護者 

（２）宗教上配慮が必要であることにより、３学期を通じて「毎日」お弁当を持参する生徒の保護者 

 ※（２）の理由により申請を希望される方は、１月９日からのスクールランチを予約しないでください。 

 

２ 支給額 （学校給食費の１食単価３２０円【注】）×（お弁当を持参して学校で喫食した回数） 

【注】牛乳のみの提供を受ける場合には、１食単価から飲用牛乳代（税込）を差し引いた金額となります。 

 ※支給の時期は、４月下旬から５月上旬頃を予定しています。 

 

３ 申請方法 裏面の補助金交付申請書に必要書類を添付し、１月３１日までに学校へ提出してください。 

（１）食物アレルギーその他の疾患を有する場合（次のうちいずれかを添付） 

 ①学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）  ※既に学校へ提出している方は不要です。 

②医師の診断書等（食物アレルギー・疾患等により学校給食を喫食することができない原因食材を証する書面） 

（２）宗教上配慮が必要な場合 補助金交付申請書に宗教の内容を記載してください。 

 ※学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）、医師の診断書等の準備が１月３１日までに間に合わない場合に

は学校へご連絡ください。 

 

４．その他 

（１）スクールランチを注文する際には、毎月配布している献立表にてアレルゲンとなる食材が含まれていな

いかを必ずご確認ください。 

（２）補助制度の詳細については、市ホームページをご確認ください。 

 

 

 
（市ホームページ二次元コード） 

【問い合わせ】 

東久留米市教育委員会 

学務課保健給食係 

０４２－４７０－７７７９（直通） 



 

 


